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一
に
つ
い
て

自
衛
官
及
び
防
衛
省
の
事
務
官
等
の
自
殺
者
数
は
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
は
八
十
三
人
で
あ
り
、
平
成
二
十
一
年
度

（
平
成
二
十
二
年
二
月
末
ま
で
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
七
十
九
人
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
年
度
の
自
衛
官
及
び
防
衛

省
の
事
務
官
等
の
自
殺
に
よ
る
死
亡
率
は
十
万
人
当
た
り
三
十
三
・
一
人
で
あ
り
、
同
年
度
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
自

殺
に
よ
る
死
亡
率
で
あ
る
十
万
人
当
た
り
二
十
一
・
七
人
よ
り
高
い
数
値
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

防
衛
省
と
し
て
は
、
一
般
に
、
自
殺
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
合
的
に
影
響
し
合
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
り
、
個
々

の
原
因
に
つ
い
て
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
多
い
と
考
え
て
い
る
が
、
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
自
殺
の
原
因
に
つ
い

て
可
能
な
限
り
特
定
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
含
め
自
殺
防
止
対
策
に
つ
い
て
は
、

今
後
と
も
強
力
に
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。

四
及
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五
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防
衛
省
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
隊
員
の
自
殺
及
び
規
律
違
反
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
公
正
な
立
場
で
調
査
し

得
る
隊
員
に
よ
っ
て
調
査
を
実
施
し
た
上
で
、
必
要
な
対
策
等
を
講
じ
て
き
て
お
り
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
内
部
調
査
等

に
限
界
が
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
が
、
軍
事
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
に
関
し
、
諸
外
国
の
制
度
等
に
つ
い
て
一
般
的
な
調

査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
電
話
相
談
窓
口
の
設
置
、
公
益
通
報
制
度
の
整
備
、
防
衛
監
察
本
部
の
設
立
等
を
進
め
て

き
て
い
る
ほ
か
、
部
外
有
識
者
か
ら
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
意
見
を
踏
ま
え
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
制
の
充
実
等
に

も
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二


